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岐阜県のリンゴ栽培と事業所の概要
順位 都道府県名 収穫量 シェア

1 青森県 447,800 t 58.5 %

2 長野県 142,100 t 18.6 %

3 山形県 45,700 t 6 %

4 岩手県 43,800 t 5.7 %

5 福島県 27,000 t 3.5 %

6 秋田県 24,500 t 3.2 %

7 群馬県 8,670 t 1.1 %

8 北海道 7,590 t 1 %

9 宮城県 3,460 t 0.5 %

10 岐阜県 1,960 t 0.3 %

11 広島県 1,410 t 0.2 %

12 富山県 1,360 t 0.2 %

13 山梨県 864 t 0.1 %

14 石川県 653 t 0.1 %

2017年 全国実績 765,000 t

岐阜県のリンゴ栽培エリア 赤色
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岐阜県のリンゴ栽培と事業所の概要

〇事業所名 農事組合法人M農園 （岐阜県高山市）
〇設 立 昭和45年 ３４戸の集落農家によってスタート
〇生産品目
・りんご(7ha）、桃(3ha ）、さくらんぼ 桃とりんごの生産量200t/年

〇事業内容
・果樹の生産販売（小売り、産直、コープ岐阜など）
・焼き菓子の製造販売
・体験型農業（グリーンツーリズム）の受け入れ

〇特 徴
・極力、化学肥料を少なくし、ブナやナラの本皮(バーク)をチップ
工場から 仕入れ、独自の堆肥づくりを始め「３年間熟成発酵
して圃場に入れる」土壌改良を30年続けている



事故の概要

被災労働者 Nさん 女性７０歳

雇用形態 季節雇用 例年の契約期間 ４月～１２月

経験期間
主な担当業務

期間契約を反復
１２年目

摘花・摘果・木の葉摘み・桃の袋掛
け・果樹の収獲

事故発生の日時 平成２９年１０月１４日 午前１１時頃

発生場所 法人内の7号畑リンゴ園

作業内容 高所作業車を使用して３メートルの高さで、りんごに色付けをするた
めの木の葉摘みの作業中

事故状況 高所作業車のバスケットの上昇時にバスケットの柵をロックするレ
バーが枝に挟まって解除されたことに気付かず、バスケットから乗り
出して葉を摘み取ろうとしたところ、バスケットの柵が開きバランスを
崩して途中の太い枝に胸を打ち付けた後、地面に落下した。

傷病名 胸骨骨折、胸部打撲（休業1カ月）

事故前の安全対策
について

作業床の高さが10mに満たない機械のため、特別教育を受講し、修
了する必要がある。被災者は29年度分を受講、修了していた。



事故状況図

事故の概要

レバーがLockの状態

レバーがLock解除の状態

被災者は太い枝に
あたって落下した



事故の概要Lock部分の位置

Lock部分を拡大

高所作業車



事故の特徴・問題点 1

• 摘花・摘果は脚立で行っているが、木の葉摘み
は樹上での作業が多くなり、高さが必要なので、
小柄な被災者は、当日、高所作業車を使用した。

• 当該高所作業車は農園では一番古い型式で、
安全装置が旧式のものであった。（新しいものは
フェールセーフが機能している）

• 安全装置に注意しなければならないことを知る
組合長の専用車であったが、当日は組合長が
使っていなかったので被災者が使っていた。



事故の特徴・問題点 2

• 被災労働者のNさんは、仕事に熱中すると乗

り出したり背伸びをするなど、少々無理をする
性質なので注意されたことがあった。

• 毎年春には機械メーカーによる高所作業車
に関する特別教育が実施され、被災者も受
講し修了していた。

• 安全帯とヘルメットの着用は指示されていた
が、着用の確認は管理されていなかった。



再発防止対策 1
労働基準監督署へ提出した「再発防止対策書」部分



再発防止対策 2
労働基準監督署へ提出した「再発防止対策書」の部分



他業種との比較（製造業）

富士フィルム

労働安全衛生方針

富士フイルムグループは、従業員の労働安全衛生の確保が
企業活動の最重要基盤であると考え、本方針に基づき事業を
展開する。
1.事業活動において、従業員の労働安全衛生を最優先する。
2.従業員の健康維持・増進を積極的に支援する。
3.最高水準の労働安全衛生の実現により社会の要請に応える。
4.労働安全衛生に関する従業員と会社との円滑なコミュニケー
ションを図る。
5.労働安全衛生に関する従業員教育を積極的に実施する。



他業種との比較（建設業）

熊谷組

安全衛生理念

会社は、人命の尊重を最優先し、専門工事業
者等と一体となり、働く者一人ひとりの安全の
確保と健康の増進を図るとともに快適な職場環
境を確立し、全社員が一致協力して、労働災害
の防止を図り、高い安全衛生管理水準の維持
に努め、生産性の向上に資する。



他業種との比較（国の施策）

「一人の被災者も出さないという基本理念の下、

働く方々の一人ひとりがより良い将来の展望を
持ち得るような社会の実現」を目指す活動計画

第13次労働災害防止計画
（2018 年 4 月～ 2023 年 3 月）



農作業事故原因の抽出と対策

農作業事故原因の抽出 事故防止・再発防止の提言

Q1.「安全第一」、「安全はすべ

てに優先する」という考えが浸
透していないのではないか

A1.安全最優先を意識付けするた

めの活動として、安全標語の選定、
安全パトロールなどを実施する

Q2.小規模事業所に多く見られ

る「ルールがない状態」が多い
のではないか

A2.他産業の安全に関するルール

を見習って「安全マニュアル」や
「安全規程」を作る

Q3.労働者に対する法律上の

「使用者責任」が認識されてい
ないのではないか

A3.研修を繰り返し行って労働者

に対する使用者責任についての
正しい認識を持ってもらう



農作業事故削減の効用について

◇医療、介護の現場では 「ノーリフト運
動」展開中。看護師が患者を、介護従
事者が利用者を人の力だけで抱き上げ
ることを止める活動。看護師や介護従
事者が離職後に職場に戻らない原因は、
「腰痛は職業病」との認識が根強く残る
職場環境にあるとしている。

◇農業において、高齢者が多く若者が
少ないのは、低収入など収入面の理由
だけでしょうか。「安全の欲求」としての
「安全な職場環境」が実現できるなら、
若者の職業選択に寄与すると考えます。 五段階欲求説 マズロー


